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【給付指2011-305]

20歳前障害基礎年金において初診日が確認できる書類が

添付できない場合の取扱い〈指示 E 依頼)

本部関係部

障害年企業務部、年金相談部

目的・趣旨

初診日において20議未満であった障害による障害基礎年金の請求において‘初診日が確認できる書類

が添付できない場合に、初診日当時の状況を把握している複数の第三者の証明(以下『第三者柾明j とい

う。)を添付できる場合には初診日を明らかにできる書類として取扱うこととするとの通知が厚生労働省

年金局事業管理課長より示されましたので、その内容を周知するとともに、平成24年1月4日から実施

する取扱いについてお知らせします。

ポイント(肉容)

1. 厚生労働省年金局事業管理課長通知

別添 1を参照してください。

2. 適用対象の年金

初診日に 20歳未満であった障害による障害基礎年金(別添2のQ&Aもご確認ください。)

3. 第三者証明による初診日の確認

提出された書類で初診日の確認を行うことができない場合であっても、その事実が複数の第三者

(民生委員、.病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維持認定対象者及び生計同一

認定対象者の民法上の三親等肉の親族は含まない。※ 1)証明により確実視される場合に限り、その

証明により確認して差し支えないこととする。なお、当該証明については文書によるものとし、証明

する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に闘し知りうること(発病、事故、初診年月等)

等が具体的に記入されたものによること。(※2 ※3) 

※1 第三者の範囲I立、平成23年3月23日年発0323第1号年金局長通知「生計維持関係等

の認定基準及び認定の取扱いについてJ(【給付情2011-40】を参照)に準じ取扱う。

※Z 第三者証明による初診日の確認方法(認定方法)は、特別障害給付金と同椋に取扱う。

来3 第三者証明は定型様式としませんが、「初診日に関する第三者の申立書J(別添3)を参考様

式としてご活用ください。

4. 適用開始日

平成24年1月4日 受付分から



5. これまでの取扱い

初診日を確認するにあたり、これまで初診の医療機関にて初診目を証明する書類が添付できない場

合は、 f受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出し、それ以後の一番古い受診医療機関から

初診日が確認できる書類(受診状況等証明書など)を務付することとしていました。また、併せて身

体障害者手帳等の添付を求めてそれらの書類や侮病の性質等を総合的に勘案して初診自の判断を行

っていました。

今回の厚生労働省通知I立、これらの事務取扱を変更するものではありません。(第三者証明のみを

もって初診自の確盟を行わないこと。)

6. G&A 

この取扱いについて、 Q&A(別添2)を作成しましたのでご確認ください。

7. 受付処理簿への記載

都道府県事務セン9ーにおいて、第三者証明による請求を受付した際には、受付処理簿の添付書類

に「第三者証明』などと登録するようにして、この取扱いの対象者であることがわかるようにしてく

ださい。

8. 業務処理要領【マニュアル】年金給付

本件について、業務処理要領【マニュアル】年金給付(障害基礎年金請求書〉の修Eは追って行い

ます。
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日本年金機構事業管理部門担当理事殿

(別添1)

年管管発 1216第 3号

平成 23年 12月 16日

厚生労働省年金局事業管理課長

20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日

が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて

障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第 31条第 2項第6号に

おいて障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが

できる書類を添付することとしているところである。

しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明

が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を

求められてきたところである。

今回、 20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の言正明がとれ

ない場合で、あっても明らかに 20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けて

いたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らか

にする書類として取り扱うこととし、平成24年 1月4日より実施することと

したので通知する。

なお、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、

発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当で

あるか判断すること。

この取扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう

取り扱われたい。



別添2

初診日が20歳未満であった方の障害基盤年金の鵠求において、初診日を確

認できる書類が澗甘できない揚含の取扱いQ&A

〈日本年金機構年金給柑部作成〉

Q1 初診目が20鶴来満であった方の障害基礎年金〈以下 f20揖前障害

基躍年金』という。)にのみ第三者証明を司能とす否理由ほどのような

告のか。

A 20歳前障害基礎年金の対象となる方の多くは、先天性疾患であり縮少

期に受診しだ以後に通院履歴がないことが多く、医療機関で初診自に周す

吾証明を褐ること力灘しくなると者えBれます。 20歳前障害基礎年金は

無拠出年金であり納柑要件を間わないことから、今回は20歳前障害基彊

年金!こ限定し定ちのです。

Q2 初診目が20歳以降の掲含や障害厚生年金の揚合でち第三者証明の

取扱いを行ってちょいか。

A 今回は20歳前障害基礎年金に限定レEE1扱~\です。窓口で誤って説明
しないように注意してください。 、

|ド同Qω3 適翻用鵬醐は蜘bい、

A 平成24年1用4目受f位苛泊泊が丹5珂象となります。

ト適用 対象 ほる 国民年金協畑出か。

A [新法】

国民年金法第30条の4第T項〈障害認定自による請求〉

11 第2項〈事後重症による措求〉

【旧法】

国民年金法第57条第1項

〈障害認定自による請求・事後重症!こよる請求〉

l 



別添2

Q5 年金コードが6350となる障害基礎年金に適用すると認識レてよ

ろしいですか。

A 年金コードから害えるのではなく、条文から適用対象かどうか判断して

ください。年金コード6350となる障害基礎年金の全て力対象ではあり

ません。

【年金コー ~6350でち適用苅象とな5ない倒】

平成6与改附第4条・・過去!こ失権(国民年金や被用者年金〉レ定方が

再度障害等級!こ該当した揚合iこ寓び請求でき

る内容のちのです。最初の陣害年金決定時lこ初
診日の確認を行っておりますので、高度の請求

時に高度初診自の確認は行わないため適用対

象になりません。

平成6年改附第6条・-国年質疑応笛逐条田正経過集覧〈ー0七九・ー

0)¥0ペーヲ〉にて同法l立、 20歳到達後の初

診の者を苅象としたものと解され疋いとして

いることから適用対象になりません。ー

Q6 2以上の障害を併せて、初めて障害等級の1級またi孟2級に該当した

乙とCよる請求〈以下「はじめて2級Jという。)[根拠条文:国民年金

法第30条の3第1項、厚生年金保障法第47条の3第f項]の揚台は

適用対象となりますか。

A はじめて2級は適用対象となりません。はじめて2級は前発の障害の初

診目は間わす、後発の障醤〈基準揮宮〉で初診自の確認を千まいますが、後

発の障害の初診目は被保隣者期間中または被保険者の資格を失った後6

0歳以上65揖未満で日本圏内に住んでいることが条件になります。した

がって、はじめて2級!こよる請求を20歳前障害基礎年金で請求するCと

はありません。

iQ7提出された第三翻明の鵬、吋うω。

A 特別障害給借金広おいて間帯の事務を行コている事務セシターでの審

査になります。令回、 20歳前障害基礎年金の請求においても第三者証明

が提出されだ揚合は、同様に事務セッターでの審査Eなります。

2 



別添2

ト8 第三者証明!欄とある向正明榔封。

A 謹数としていますので少なくとち2人以上と者えてください。

Q9 第三者証明として認められる証明者の範囲はど乙までか。

A 民生委員、痛院長、施設長、事業主、隣人等であって、詰求者、生計維

持詔定対象者及び生計圏一認定対象者の民法上の三親等闘の親族は含み

ません。〈平成23年3周23日年発0323第1号年金局長通知「生計

維持関係等の認定基準及び認定の取眠いについてJ(関連【給柑情

2011-40】.を参照〉に準じ取扱います。〉

Q10 初静日を確認する書類として第三者証明のみ添憎があれば他の初

診日を確認する書類は省略してよいか。

A 初診目を確認する書類とレて第三者証明のみ添伺する取扱いは行いま

せん。

年金相猷窓口で、年金請求書等からの相蹴時!こ、畏診状況等証明書など

初診目を証明する書類が癒柑でき否かどうか確認してください.初診日を

証明する書類の添柑ができないときは、受診状況等証明書が添柑できない

理白書の握出を求めてください。その際、易体障富者手臨等の初診目を確

認するための参者書類の提出を求めるとともに、初診日頃の状況を証明で

きる複数の第三者の有無を確認していただき、第三者証明の提出も併せて

ご擦問ください。

第三者証明の提出があった揚合!こは、事務セッターにおωて、第三者証

明を吉めて繍合的!こ初診日の判断吾fまってください。

2 



別添2

Q11 第三者証明については、「・・・証明す否蓄の氏名、住所、請求者

との関係、請求者の傷請に闘し知りうること〈発弱、事故、初診年月

日等〉等が具体的!己記入されEちのによること。」とあるが、具体的

にはどのようなちのであるべきか。

A 倒えば、以下のような項目について出来る限り詳じく第亘書証明仁包載

があると具体的な初診日の確認ができると考えますので参者とレてくだ

さい。

①申レ立て人Eついて

氏名、現住所、連絡先、請求書との関係〈初診年月日前後か5現在ま

で〉

②初診年月日等について

{第指名、初診年周目、医療機関名、医犠機関所在地・診膿担当科名

③初診年月日闘を含む請求者の状混

発痛から初診年周回まで!こどのような症状があったのか、日常生活に

支障があればどのような状況であったのか〈その状羽を知った経緯も富

めて〉。また、初診年用自にどのような症状があったのか、日常生活!こ

支障があればどのような状況であったのか〈その状況を知った経緯を含

めて〉。

Qオ2 過去iこ不支給となっ走者が高度請求してき疋揚合!こ、受信は遡皮す

るのか。

A 前回の請求は処分泊f確定しています。第三者証明を添惜して新たに請求

書の提出があった揚合l誌、新定!こ受{寸をレてください。〈受信日は遡及し

ません。〉

Q13 既に受信レている請求書に第三者証明を添紺レてもよいか。

A 適用開始目前に受信した三請求書〈処分確定曲のちのに限る。〉では、第

三者証明を添惜して初診日を判断することはできません。ただし、初診目

を証明する書類の添信不備等を理由とレて返戻後、適用開始日以降に再受

信となる場合IeJ:第三者証明の添伺カ句能となります。

4 



別添2

Q14 第三者証明で決定レた者の人数調査は行うのか。

A 令のところ調査することは考えていません。疋だ、今後、脳要に廊。調

査することも脅えられますので、日つでも対象者の報告カ?できるように把

握しておいてください。サ}ピススタツダ}ドの受信処理簿の添柑書類!こ

「第三者証明Jなどと霊録レておくようにレてください。

l山市間柑への周知はどうするの仇

A 厚生労働省年金局から地方厚生局を経由レて市区町樹へ周知するごと

とレます均九年金事務所等において也市区町村担当者との連携を図るよう

Iこしてください。

※地方厚生局への通知広l立、害者とレてこの指示依頼文書(日目添2:Q&

A、目。添3:初診目に関する第三者の申立書〈参者様詩〕を含む。}が

添伺されます。

5 



別添3

参考様式

初診日に関する第三者の申立書

障害基礎年金請求者 の傷病名(

の初診自については、次のとおり申し立てます。

※20歳以前に上記傷病で通院していた様子などできる限り詳細に記載願います。

平成 年 月 日

〈申立者〉

住所

連載義

係関の-
P』者求

名
一
靖

氏
一
(

盟

※ご提出後に、申立内容を確認させていただくことがあります

のであらか巴めど了承ください。




